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(証券コード8387)
平成29年６月５日

株 主 各 位
高知市南はりまや町一丁目１番１号

株式会社 四 国 銀 行
取 締 役 頭 取 山元文明

　
第203期定時株主総会招集ご通知

　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当行第203期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより、議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類（45～61頁）をご検討くださいまして、
「議決権行使のご案内」（３～６頁）をご高覧のうえ、平成29年６月26日（月曜日）午後５時30
分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
　

記
　
１．日 時 平成29年６月27日（火曜日）午前10時

（受付開始時刻：午前９時）
２．場 所 高知市南はりまや町一丁目１番１号

当行本店 ５階 大会議室
３．目的事項 報告事項

１．第203期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告お
よび計算書類報告の件

２．第203期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）連結計算書
類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
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決議事項 会社提案（第１号議案から第５号議案まで）
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 株式併合の件
第３号議案 定款一部変更の件
第４号議案 取締役４名選任の件
第５号議案 監査役２名選任の件
株主提案（第６号議案から第８号議案まで）
第６号議案 定款一部変更の件
第７号議案 取締役６名解任の件
第８号議案 監査役４名解任の件

　第６号議案から第８号議案は株主からの提案となっておりますが、取締役会としてはこれらの
議案にいずれも反対しております。
　なお、議案の要領は、後記の株主総会参考書類に記載のとおりであります。

以 上
　

　
● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。

● 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」、
連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」につきましては、法令および定款第17
条の規定に基づき、インターネット上の当行ホームページ（http://www.shikokubank.co.jp/）に掲載して
おりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
したがいまして、本招集ご通知の添付書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに
際して監査をした計算書類および連結計算書類の一部であります。

● 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上
の当行ホームページ（http://www.shikokubank.co.jp/）に掲載させていただきます。
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議決権行使のご案内

下記のいずれかの方法により議決権の行使をお願い申し上げます。

当日ご出席による
議決権行使 書面による議決権行使 インターネットによる 

議決権行使

ご入場に際しては、同封の議決権
行使書用紙を会場受付にご提出く
ださい。

同封の議決権行使書用紙に各議案
に対する賛否をご表示のうえ、平
成29年６月26日（月曜日）午後５
時30分までに到着するようご返送
ください。
詳しくは下記をご覧ください。

当行指定の議決権行使ウェブサイ
トにアクセスしていただき、行使
期限までに賛否をご登録ください。

議決権行使ウェブサイト
http://www.it-soukai.com/

株主総会開催日時 議決権行使期限 議決権行使期限

平成29年６月27日（火曜日）
午前10時

平成29年６月26日（月曜日）
午後５時30分到着分まで

平成29年６月26日（月曜日）
午後５時30分受付分まで

詳細は
５頁から６頁を
ご覧ください。

株式会社 四国銀行○書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
○インターネットで複数回議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

第６号
議　案

第７号
議　案

下の候補
者を除く

第８号
議　案

下の候補
者を除く

平成29年６月　日

株　　主　　提　　案

議 決 権 行 使 書 株主番号 議決権行使個数 個
株式会社四国銀行 

株式会社四国銀行

御中

各議案につき賛
否のご表示がな
い場合は、会社
提案については
賛、株主提案に
ついては否のご
表示があったも
のとしてお取扱
いいたします。

１. 株主総会にご出席の際は、 この部分を切り
離さずに会場受付へご提出ください。

２. 株主総会にご出席願えない場合は、次のい
ずれかの方法により、議決権を行使してく
ださいますようお願い申し上げます。
①書面による議決権の行使
左の議決権行使書用紙に賛否をご表示いた
だき、平成29年６月26日（月）午後５時30
分までに到着するようご返送ください。
②インターネットによる議決権の行使
下記ウェブサイトにアクセスのうえ、画面
の案内にしたがって、平成29年６月26日
（月）午後５時30分までに議決権を行使して
ください。

３. 第４号議案、 第５号議案、 第７号議案、 第
８号議案の賛否をご表示の際、 一部の候補
者につき異なる意思を表示される場合は、
招集ご通知に添付の「株主総会参考書類」 
に記載の当該候補者の番号をご記入くださ
い。

４. 賛否のご表示は、 黒色のボールペンにより、 
はっきりと○印をご記入ください。

　私は、平成29年６月27日
開催の株式会社四国銀行第
203期定時株主総会（その継
続会または延会を含む）の各議
案につき、右記（賛否を○印で
表示）のとおり議決権を行使し
ます。

お 願 い

（
ご
出
席
の
際
は
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
）

1. 株主提案について当行取締役会
は、そのいずれにも反対しておりま
す。
2. 第６号議案、第７号議案、第８
号議案につき、当行取締役会意見に
賛成の場合は「否」に、株主提案に
賛成の場合は「賛」に、○印でご表
示ください。

ご 注 意

賛

否 否

賛

否

賛

下の候補
者を除く

第１号
議　案

第３号
議　案

第４号
議　案

下の候補
者を除く

第５号
議　案

第２号
議　案

会　　　社　　　提　　　案

否 否 否 否

賛 賛 賛

否

賛 賛

議決権行使書用紙イメージ

こちらの赤枠内に、
各議案の賛否をご表示ください。

株主提案（第６～８号議案）

● 賛成の場合「賛」の欄に○印
● 反対の場合「否」の欄に○印

会社提案（第１～５号議案）

● 賛成の場合「賛」の欄に○印
● 反対の場合「否」の欄に○印
（第４号議案、第５号議案について、一部の候
補者に異なる意思を表示される場合は、当該
候補者の番号をご記入ください。）

（第７号議案、第８号議案について、一部の候
補者に異なる意思を表示される場合は、当該
候補者の番号をご記入ください。）
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2

会社提案・当行取締役会の意見に
賛成いただける場合

第６号
議　案

第７号
議　案

下の候補
者を除く

第８号
議　案

下の候補
者を除く

株　　主　　提　　案

賛

否 否

賛

否

賛

下の候補
者を除く

第１号
議　案

第３号
議　案

第４号
議　案

下の候補
者を除く

第５号
議　案

第２号
議　案

会　　　社　　　提　　　案

否 否 否 否

賛 賛 賛

否

賛 賛

会社提案・当行取締役会の意見に
反対される場合

第６号
議　案

第７号
議　案

下の候補
者を除く

第８号
議　案

下の候補
者を除く

株　　主　　提　　案

賛

否 否

賛

否

賛

下の候補
者を除く

第１号
議　案

第３号
議　案

第４号
議　案

下の候補
者を除く

第５号
議　案

第２号
議　案

会　　　社　　　提　　　案

否 否 否 否

賛 賛 賛

否

賛 賛

賛成、反対の両方に○を付けた場合
右記のような場合は無効となります

本総会では、会社提案（取締役会からご提案させていただく議案）と株主提案（一部の株主から
ご提案された議案）の決議を行います。

※各議案に対して賛否の表示がない場合は、会社提案については「賛」、株主提案については「否」
の表示があったものとしてお取扱いいたします。

　議決権行使書用紙の記入例をご紹介します。

！

第６号
議　案

第７号
議　案

下の候補
者を除く

第８号
議　案

下の候補
者を除く

株　　主　　提　　案

賛

否 否

賛

否

賛

下の候補
者を除く

第１号
議　案

第３号
議　案

第４号
議　案

下の候補
者を除く

第５号
議　案

第２号
議　案

会　　　社　　　提　　　案

否 否 否 否

賛 賛 賛

否

賛 賛

第６号議案～第８号議案は一部の株主からのご提案です。
取締役会としてはこれらの議案いずれにも反対しております。詳細は54頁以降をご参照ください。

類
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画面内の「こちら」のリンクをクリックし、
「インターネットによる議決権行使につい
て」をお読みいただき、「次へすすむ」を
クリック

2 「次へすすむ」をクリック

当行の指定する議決権行使ウェブサイト（http://www.it-soukai.com/）にアクセスし、画面
の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。

アクセス手順

1 議決権行使ウェブサイトにアクセス

議決権行使ウェブサイト

http://www.it-soukai.com/

ご注意
❶   パスワードは、ご投票される方が株主さまご本人であることを確認する手段です。本株主総会終了まで、大
切に保管ください。パスワードのお電話等によるご照会には、お答えすることができません。

❷   パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされてしまった場合、画面
の案内に従ってお手続きください。

❸   議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続環境にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機
器によってはご利用いただけない場合もございます。

❹   議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は、株主さまのご
負担となります。

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。機関投資家の
皆さまへ

― 5 ―

宝印刷株式会社 2017年05月22日 21時43分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



「議決権行使コード」を入力し、「次へ」をクリック
パスワード変更画面が出ますので、初期パスワードを入力
し、株主さまがご使用になるパスワードを登録してください。
※  「議決権行使コード」および「パスワード」は本書同封の「議決権行
使書用紙」の右下に記載されております。

3 ログイン

アクセス手順

ご了承いただく事項
❶   書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使
としてお取り扱いいたします。

❷   インターネットで複数回議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

以降、画面の案内に
従って賛否を
ご入力ください。

みずほ信託銀行 証券代行部　インターネットヘルプダイヤル

　  0120-768-524（受付時間 9：00～21：00 土・日・休日を除く）
システム等に関する
お問い合わせ

平成29年６月26日（月曜日）午後５時30分受付分まで

お問い合わせ先について
インターネットによる議決権行使で、パソコンの操作方法等がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

議決権行使期限

類
書
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事業報告
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持分法適用関連法人等：四銀総合リース株式会社
　　　　　　　　　　　（リース業務）

本店ほか支店102店、出張所3店、代理店9店

連結子会社：四銀代理店株式会社
　　　　　　(銀行代理業務)

連結子会社：四国保証サービス株式会社
　　　　　　(信用保証業務)

連結子会社：四銀コンピューターサービス株式会社
　　　　　　(コンピューター関連業務)

株
式
会
社
　
四
国
銀
行

銀 行 業

リース業

そ の 他

連結子会社：株式会社四銀地域経済研究所
　　　　　　(産業・経済・金融の調査研究及び
　　　　　　 投資事業組合財産の管理・運営業務)

添付書類

第203期（平成
平成

28
29
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）事業報告

　

１ 当行の現況に関する事項
（1）企業集団の事業の経過及び成果等
① 企業集団の主要な事業内容
　当行グループは、当行及び子会社等の計９社で構成され、銀行業務を中心
にリース業務などの金融サービスを提供しております。
　主要な事業を系統図によって示すと次のとおりであります。

　

　
注．持分法非適用の非連結子会社２社及び持分法非適用の関連法人等１社は上記系統図に含めておりません。
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② 金融経済環境
　当連結会計年度のわが国経済は、円高や新興国経済の減速等を背景に輸出
は力強さを欠く状況が続き、生産活動も一進一退の動きが続きましたが、中
盤から足元にかけてこれらに持ち直しの動きがみられ、また公共投資や住宅
投資は底堅く推移し、全体として緩やかな回復基調が続きました。
　当行の主要地盤であります四国地区の経済におきましても、生産活動等の
一部に弱さもみられましたが、住宅投資の持ち直しや設備投資の緩やかな増
加等により、全体として緩やかな回復基調が続きました。
　金融面では、円・ドル相場は、期首の111円台から新興国経済の減速等を
背景としたリスク回避の動きや英国の欧州連合（ＥＵ）離脱の是非を問う国
民投票の結果を受け、一時99円台まで円高が進みました。その後、米国大統
領選挙の結果を受けた米国経済に対する期待の高まりを背景に118円台まで
円安が進行しましたが、期末には111円台となりました。日経平均株価は、
期首の１万６千円台から円高の進行等により一時１万４千円台まで下落しま
したが、急激な下落の反動や日本銀行による追加金融緩和、円安の進行等に
より期末には１万８千円台まで回復しました。長期金利は、期首から徐々に
マイナス幅が拡大し一時はマイナス0.2％台まで低下しましたが、日本銀行に
よる「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」導入の効果もあり米国大統領
選挙後にはプラス圏に浮上し、期末には0.0％台となりました。

　
③ 企業集団を巡るその事業年度における事業の経過及び成果
　このような金融経済情勢のもと、当行は、平成28年４月からスタートさせ
た中期経営計画「ベスト リライアブル・バンクへの挑戦 ステップ２」に掲
げる各施策を実施することで、企業価値の向上に努めてまいりました。

（お客さまへの取組み）
　当行では、多様化・高度化するお客さまのニーズにお応えできるよう、ラ
イフステージに応じたコンサルティング機能の発揮に努めました。
　法人のお客さまに対しては、お客さまの成長戦略を理解し、ソリューショ
ン営業を実践する「成長戦略サポートプログラム」に基づき資金需要にお応
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事業承継　支援・相談件数 高知県立山田高等学校での寄贈式

■ 事業承継　支援・相談件数（単位：件）

事業承継　支援・相談件数

230

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

271 296 377

736

えするとともに、ビジネスマッチングや海外進出支援など、お客さまの業容
拡大に向けたサポートを行いました。
　また、事業承継問題を抱えるお客さまに対しては、本部に在籍する公認会
計士・税理士が中心となり、課題解決に向けた支援を行いました。
　さらに、銀行保証付私募債「学び応援債～未来への絆～」の受託により、
当行が受け取る発行手数料の一部で教育機関等に図書やスポーツ用品等を寄
贈するなど、発行企業さまのＣＳＲ（企業の社会的責任）に対する取組みの
サポートを行いました。

　

　
　個人のお客さまに対しては、資産運用セミナーや相続セミナー、個人型確
定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）セミナーや年金相談会等の情報提供を積極的に行
いました。また、お客さまの資産形成ニーズに合わせた幅広いご提案を実現
するために、商品ラインナップの充実に努めるとともに、お客さまに喜んで
いただける商品・サービスの提案力の更なる向上を目指し、営業店担当者向
けの研修や勉強会の実施など、人財の育成にも精力的に取り組みました。
　また、住宅ローンにおいては、「長期固定金利プラン」の商品開発や「団信
無料キャンペーン」の継続等に加え、お客さまの利便性向上を図るため、ロ
ーンプラザの土・日営業を開始しました。

（地方創生への取組み）
　平成28年度は、一昨年の10月に設立した「高知県観光活性化ファンド」の
実行フェーズに注力しました。当ファンドでは、パイロット地域に設定した
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四国アライアンス　ロゴマーク

物部川地域において、観光を軸とした経済活性化を推進する基本戦略を策定
し、平成28年６月には、関係者20団体による「物部川ＤＭＯ協議会」を発足
させました。平成28年９月には、当ファンドの投資第１号案件として、日本
初の持ち株ＤＭＣ会社となる「株式会社ものべみらい」を設立し、同年11月
には第１号となる出資を行いました。
　その他、平成29年１月に設立した「しぎん地域活性化ファンド」や各種ク
ラウドファンディングを活用した地域活性化、また「四銀絆の森」の間伐活
動など、社会貢献活動にも積極的に取り組みました。
　さらに、平成28年11月には、阿波銀行、百十四銀行および伊予銀行との間
で、包括提携「四国アライアンス」を締結し、四国全域の活性化や創生に取
り組むこととしました。

　

　
※DMOとは、Destination Management/Marketing Organizationの略。特定地域における、観
光等の戦略の策定、データ調査、マーケティング、商品造成、プロモーションなどを一体的に実施
する組織体。
※DMCとは、Destination Management/Marketing Companyの略。観光活性化に資するビジネ
スを展開しながら、特定地域において地域観光戦略の策定、マーケティング、プロモーションなど
を一体的に実施する法人。
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株主優待カタログと高知特産贈答品株主優待制度のご案内

（株主さまへの取組み）
　株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするとともに、当行株式への投資魅
力を高め、より多くの方々に当行株式を保有していただくために、昨年度か
ら株主優待制度を導入しました。また、株主の皆さまへの利益還元の一環と
して、自己株式を取得しました。

　

　
（店舗・チャネル、本部組織）
　店舗につきましては、前連結会計年度末比３店舗減少し、115店（本支店
103店、出張所３店及び代理店９店）となりました。
　店舗機能の一層の充実を図るため、高知県では、平成28年５月に中村支店
と中村駅前支店を、同年11月に潮江支店と潮江南支店を統合のうえ新築移転
し、愛媛県では、平成29年３月に松山本町支店を松山支店に統合しました。
新しい中村支店は、幡多地区の旗艦店としてＢＣＰ（事業継続計画）におけ
る幡多地区の拠点機能を備えております。また、潮江支店は地域の皆さまの
災害発生時の避難場所としてご利用いただけるよう、高知市の「津波避難ビ
ル」の指定を受けました。
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潮江支店中村支店
　

　チャネルにつきましては、非対面チャネル強化のため、平成29年３月に、
ＦinＴechの先進的な取組みとして、近隣他行に先駆けてスマートフォン向け
バンキングアプリを導入しました。
　本部組織につきましては、コンサルティング機能の充実を図るため、平成
28年４月に、本部の営業部門を「営業統括部」「お客さまサポート部」の２
部体制から、「営業統括部」「法人サポート部」「個人サポート部」の３部体制
に再編しました。
　また、各種市場性貸出等に関するノウハウを取得し、お客さまに多様なフ
ァイナンス・スキームを提供できるよう、平成28年９月には、市場性貸出等
の専担部署として「市場金融部東京営業室」を新設しました。
　さらに、地方創生への取組みを加速させるため、平成29年２月に「四国ア
ライアンス推進室」を、同年３月には「地域振興部」を新設しました。
　その他、グループ経営態勢を強化し、収益力の向上を図るため、子会社等
の資本構成の見直しを行い、四国保証サービス株式会社の完全子会社化（当
行の出資比率100％）を実施しました。

　
　これらを実施し、業績向上に努めました結果、次のような成果を上げるこ
とができました。
（預 金 等）
　譲渡性預金を含めた預金等につきましては、個人預金、法人預金、地方公
共団体預金がそれぞれ増加し、前連結会計年度末比375億円増加の２兆
6,175億円となりました。
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　なお、公共債・投資信託・個人年金保険等の預り資産につきましては、個
人年金保険等は増加しましたが、公共債や投資信託の減少により、前連結会
計年度末比37億円減少し2,599億円となりました。
（貸 出 金）
　貸出金につきましては、事業性貸出金や個人向け貸出金の増加等により、
前連結会計年度末比341億円増加し１兆6,812億円となりました。
（有価証券）
　有価証券につきましては、公共債の売却等により、前連結会計年度末比
353億円減少し１兆480億円となりました。

（損 益）
　損益状況につきましては、経常収益は、株式等売却益は減少しましたが、
国債等債券売却益や持分法による投資利益の増加等により、前連結会計年度
比26億72百万円増加し500億円となりました。経常費用は、株式等売却損は
減少しましたが、国債等債券売却損の増加等により、前連結会計年度比17億
17百万円増加し374億37百万円となりました。この結果、経常利益は、前連
結会計年度比９億55百万円増加し125億63百万円となりました。親会社株主
に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比25億19百万円増加し88億69百
万円となりました。
（中期経営計画の達成状況）

　

中期経営計画 収益性目標（単体ベース）

項目 経営指標 数値目標 実績

収益性（29/３末）

実質業務純益 85億円以上 90億円

当期純利益 40億円以上 70億円

ROE（株主資本ベース） 4.0％以上 6.9％
　

　中期経営計画初年度の収益性目標については、全て達成することができま
した。
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④ 対処すべき課題
　金融機関を取り巻く経営環境は、人口減少、少子高齢化という社会構造問
題に加え、超低金利政策の継続や金融イノベーションの進展、さらには異業
種からの新規参入の脅威など、一段と厳しさを増しています。
　このような中、地域に根ざした地域金融機関として、金融仲介機能やコン
サルティング機能を発揮し、ステークホルダー（地域、お客さま、株主さま、
従業員）の価値向上を図り、ひいては当行の発展につなげる好循環を創出す
ることが大きな課題であると認識しております。
　当行では、こうした課題の克服を目指し、昨年４月から中期経営計画「ベ
スト リライアブル・バンクへの挑戦 ステップ２」をスタートさせ、ビジョ
ンである「真っ先に相談され、地域の発展に貢献するベスト リライアブル・
バンクの実現」に向けた取組みを推し進めています。
　中期経営計画中間年度である平成29年度は、お客さまとともに持続的に成
長・発展するため、お客さま本位の質の高い金融サービスを提供するととも
に、昨年締結した「四国アライアンス」を軌道に乗せることで、地域経済の
活性化と経営基盤の強化を図ってまいります。
　私ども四国銀行グループは、中期経営計画の各施策を着実に実行するとと
もに、コンプライアンス態勢を中心とした内部管理態勢を一層強化し、地域
に必要不可欠な金融機関としてお客さまから支持され続けるよう努めてまい
ります。
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（2）企業集団及び当行の財産及び損益の状況
イ 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：億円）
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

経 常 収 益 451 443 473 500
経 常 利 益 107 109 116 125
親会社株主に帰属する当期純利益 68 58 63 88
包 括 利 益 68 192 34 41
純 資 産 額 1,180 1,359 1,381 1,394
総 資 産 28,132 29,483 29,352 30,427
注．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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ロ 当行の財産及び損益の状況
（単位：億円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
預 金 24,112 24,905 25,155 25,636

定 期 性 預 金 11,945 12,097 12,133 11,850
そ の 他 12,166 12,807 13,022 13,786

貸 出 金 15,771 16,164 16,467 16,808
個 人 向 け 2,546 2,616 2,732 2,969
中 小 企 業 向 け 7,804 7,755 7,975 8,074
そ の 他 5,420 5,791 5,759 5,764

商 品 有 価 証 券 4 6 0 ―
有 価 証 券 9,121 11,150 10,820 10,447

国 債 4,337 5,670 3,611 3,327
そ の 他 4,784 5,479 7,209 7,120

社 債 70 70 70 ―
総 資 産 28,126 29,470 29,339 30,394
内 国 為 替 取 扱 高 144,535 151,700 154,213 139,731
外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル

3,956
百万ドル
4,182

百万ドル
3,397

百万ドル
3,809

経 常 利 益 百万円
10,325

百万円
10,532

百万円
11,108

百万円
10,336

当 期 純 利 益 百万円
6,848

百万円
5,823

百万円
6,309

百万円
7,096

１株当たり当期純利益 円 銭
31 71

円 銭
26 96

円 銭
29 18

円 銭
32 92

信 託 財 産 0 0 0 0
信 託 報 酬 百万円

0
百万円
0

百万円
0

百万円
0

注１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．社債は劣後特約付社債であります。
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（3）企業集団の使用人の状況
当 年 度 末 前 年 度 末

銀 行 業 その他の事業 銀 行 業 その他の事業
使 用 人 数 1,349人 41人 1,370人 38人
注．使用人数は就業者数であり、執行役員を含み、嘱託及び臨時従業員は含めておりません。
　
（4）企業集団の主要な営業所等の状況
イ 銀行業
株式会社四国銀行
高知県内：本店営業部ほか56店 (前年度末 本店営業部ほか58店)
徳島県内：徳島営業部ほか22店 (前年度末 徳島営業部ほか22店)
香川県内：高松支店ほか８店 (前年度末 高松支店ほか８店)
愛媛県内：松山支店ほか６店 (前年度末 松山支店ほか７店)
本州地区：東京支店ほか９店 (前年度末 東京支店ほか９店)
四国保証サービス株式会社：高知本社
四銀代理店株式会社：高知本社

　
ロ 当行を所属銀行とする銀行代理業者の一覧

名称 主たる営業所又は事務所の所在地 銀行代理業務以外の主要業務

四銀代理店株式会社 高知市南はりまや町一丁目１番１号 ―

注．四銀代理店株式会社は、思地代理店、東津野代理店、美良布代理店、大栃代理店、大田口代理店、入野代
理店、春野代理店、久礼代理店、宇佐代理店の業務運営を行っております。

　
ハ その他の事業
四銀コンピューターサービス株式会社：高知本社
株式会社四銀地域経済研究所：高知本社
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（5）企業集団の設備投資の状況
イ 設備投資の総額

（単位：百万円）
事 業 セ グ メ ン ト 金 額

銀 行 業 4,302

合 計 4,302

　
ロ 重要な設備の新設等

（単位：百万円）
事 業 セ グ メ ン ト 内 容 金 額

銀 行 業

中村支店新築工事 241

潮江支店新築工事 664

旭支店店舗用土地の取得 126

大竹社宅建替工事 210

四銀総合ビル電気設備の更新 203

事務機械やソフトウェアへの投資 1,868

合 計 ― 3,315

注．中村支店新築工事、潮江支店新築工事及び大竹社宅建替工事は平成28年度に完了しましたが、平成27年
度の投資額を含んでおりません。
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（6）重要な親会社及び子会社等の状況
イ 親会社の状況
　該当ありません。

　
ロ 子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 設立年月日 資本金
当行が有する
子会社等の
議決権比率

その他

四銀代理店
株 式 会 社

高知市南はりま
や町一丁目１番
１号

銀行代理業務 平成
22年８月11日

百万円
20

％
100.00 ―

四 国 保 証
サ ー ビ ス
株 式 会 社

高知市菜園場町
１番21号 信用保証業務 昭和

51年８月13日

百万円
50

％
100.00 ―

四銀コンピュー
ターサービス
株 式 会 社

高知県南国市蛍
が丘二丁目１番
地

コンピューター
関連業務

平成
２年７月５日

百万円
20

％
60.00 ―

株 式 会 社
四銀地域経済
研 究 所

高知市菜園場町
１番21号

産業･経済･金融の
調査研究及び投資
事業組合財産の
管理・運営業務

平成
３年５月15日

百万円

10

％

52.50 ―

四 銀 総 合
リ ー ス
株 式 会 社

高知市菜園場町
１番21号 リース業務 昭和

49年２月８日

百万円
50

％
25.37 ―

注．当行が有する子会社等の議決権比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
　
重要な業務提携の概況
① 地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し
等のサービス（略称ＡＣＳ）を行っております。
② 地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、
信用組合、系統農協・信漁連（農林中金、信連を含む）、労働金庫との提携によ
り、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ＭＩＣ
Ｓ）を行っております。
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③ 地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称Ｃ
ＮＳ）において、データ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込・口座
振替・入出金取引明細等各種データの授受のサービス等を行っております。
④ 株式会社イーネット（地方銀行、都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加
盟行、他の共同出資会社）との提携により、コンビニエンスストア等の店舗内
に設置した共同設置現金自動設備による現金自動引出し・預入れ・残高照会の
サービスを行っております。

⑤ 株式会社ローソン･エイティエム・ネットワークス（地方銀行、都市銀行、信
託銀行、第二地方銀行協会加盟行、他の共同出資会社）との提携により、コン
ビニエンスストア等の店舗内に設置した共同設置現金自動設備による現金自動
引出し・預入れ・残高照会のサービスを行っております。

⑥ 株式会社りそな銀行、株式会社サークルＫサンクス、富士通株式会社、富士
通フロンテック株式会社及び株式会社ゼロネットワークスとの提携（バンクタ
イム）により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した共同設置現金自動
設備による現金自動引出し・預入れ・残高照会のサービスを行っております。
⑦ 株式会社セブン銀行との提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設
置した現金自動設備による現金自動引出し・預入れ・残高照会のサービスを行
っております。
⑧ 株式会社ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金
自動引出し・残高照会のサービスを行っております。
⑨ 株式会社阿波銀行、株式会社百十四銀行及び株式会社伊予銀行との提携によ
り、現金自動設備を相互開放し、４行間の他行現金自動設備利用手数料を無料
とするサービスを行っております。
⑩ 株式会社阿波銀行、株式会社百十四銀行及び株式会社伊予銀行との間で、四
国創生に向けた地方銀行４行による包括提携「四国アライアンス」を締結して
おります。
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（7）事業譲渡等の状況
　該当ありません。

　
（8）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当ありません。
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２ 会社役員（取締役及び監査役）に関する事項
（1）会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地位及び担当 重要な兼職 その他

野 村 直 史 取 締 役 会 長 ― ―

山 元 文 明 （代 表 取 締 役） 取 締 役 頭 取 一般社団法人高知県銀行
協会会長 ―

高 橋 重 一 （代 表 取 締 役） 専 務 取 締 役 ― ―

西 川 昭 寛 常 務 取 締 役 ― ―

大 田 良 継 常 務 取 締 役 ― ―

原 浩一郎 取 締 役 徳 島 営 業 本 部 長 ― ―

熊 沢 慎一郎 取 締 役 神 戸 支 店 長 ― ―

五百蔵 誠 一 取 締 役 本 店 営 業 部 長 ― ―

黒 下 則 之 取 締 役 審 査 部 長 ― ―

小 林 達 司 取 締 役 総 合 企 画 部 長 ― ―

溝 渕 悦 子 取締役（非常勤・社外取締役） 弁護士
（溝渕法律事務所） 注１

尾 﨑 嘉 則 取締役（非常勤・社外取締役）
明治安田ビルマネジメン
ト株式会社
代表取締役社長

注１

安 岡 正 則 常 勤 監 査 役 ― ―

北 村 裕 常 勤 監 査 役 ― ―

田 中 章 夫 監査役（非常勤・社外監査役） 公認会計士
（田中会計事務所） 注１、注２

川 添 博 監査役（非常勤・社外監査役） 弁護士
（川添法律事務所） 注１

濵 田 正 博 監査役（非常勤・社外監査役） 公益財団法人高知県文化
財団理事長 注１

注１．取締役溝渕悦子、尾﨑嘉則、監査役田中章夫、川添博及び濵田正博の五氏は、株式会社東京証券取引所
に対し独立役員として届け出ております。
２．監査役田中章夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する
ものであります。
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（2）会社役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区 分 支給人数 報 酬 等
取 締 役 13人 171 （うち報酬以外 55）
監 査 役 5人 45 （うち報酬以外 2）

計 18人 216 （うち報酬以外 58）
注１．取締役の報酬等には、使用人分報酬等69百万円（うち賞与17百万円）が含まれておりません。
２．取締役の報酬等には、役員賞与７百万円及び株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権48百
万円が含まれております。
３．監査役の報酬等には、役員賞与２百万円が含まれております。
４．取締役の報酬等は、各取締役が担う役割・責任や成果に応じた体系としております。取締役（社外取締
役を除く）の報酬等は、当行の持続的成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、株式
報酬型ストック・オプションを含む体系としております。社外取締役の報酬等は、経営の監督機能を有効
に機能させる観点から、固定報酬のみとしております。取締役の報酬等は、株主総会において決議された
年間報酬限度額の範囲内で、ガバナンス委員会における協議を経て、取締役会において決定することとし
ております。また、各取締役の報酬等は常務会において決定しております。
　監査役の報酬等は、株主総会において決議された年間報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定
することとしております。また、各監査役の報酬等は、常務会に報告しております。
　なお、平成18年６月29日定時株主総会で決議された取締役報酬等限度額は年額216百万円以内、監査
役報酬等限度額は年額60百万円以内であります。

　
（3）責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要
溝 渕 悦 子

当行は社外取締役及び監査役との間に、会社法第423条第１項の責任を限定する契約を
締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が定める最低責任限度額でありま
す。

尾 﨑 嘉 則
安 岡 正 則
北 村 裕
田 中 章 夫
川 添 博
濵 田 正 博
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３ 社外役員に関する事項
（1）社外役員の兼職その他の状況
氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況

溝 渕 悦 子 弁護士（溝渕法律事務所）
当行と同事務所との間には特別の関係はありません。

尾 﨑 嘉 則 明治安田ビルマネジメント株式会社 代表取締役社長
当行と同社との間には特別の関係はありません。

田 中 章 夫 公認会計士（田中会計事務所）
当行と同事務所との間には特別の関係はありません。

川 添 博 弁護士（川添法律事務所）
当行と同事務所との間には特別の関係はありません。

濵 田 正 博 公益財団法人高知県文化財団 理事長
当行と同財団との間には特別の関係はありません。

　
（2）社外役員の主な活動状況
氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 取 締 役 会 に お け る 発 言

そ の 他 の 活 動 状 況

溝 渕 悦 子 １年10ヵ月 当期開催の取締役会17回の全
てに出席しております。

主に弁護士としての専門的見地から、
必要に応じ発言を行っております。こ
のほか、ガバナンス委員会等により代
表取締役との意見交換を行っておりま
す。

尾 﨑 嘉 則 １年10ヵ月 当期開催の取締役会17回の全
てに出席しております。

主に民間企業の代表者としての立場か
ら、必要に応じ発言を行っておりま
す。このほか、ガバナンス委員会等に
より代表取締役との意見交換を行って
おります。

田 中 章 夫 ７年10ヵ月
当期開催の取締役会17回の全
てに出席、また、監査役会15
回の全てに出席しております。

主に公認会計士としての専門的見地か
ら、必要に応じ発言を行っておりま
す。このほか、定期的に代表取締役と
の意見交換を行っております。
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氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 取 締 役 会 に お け る 発 言
そ の 他 の 活 動 状 況

川 添 博 ５年10ヵ月
当期開催の取締役会17回のう
ち15回に出席、また、監査役
会15回の全てに出席しており
ます。

主に弁護士としての専門的見地から、
必要に応じ発言を行っております。こ
のほか、定期的に代表取締役との意見
交換を行っております。

濵 田 正 博 １年10ヵ月
当期開催の取締役会17回の全
てに出席、また、監査役会15
回の全てに出席しております。

主に公職を歴任した豊富な経験と幅広
い見識から、必要に応じ発言を行って
おります。このほか、定期的に代表取
締役との意見交換を行っております。

　
（3）社外役員に対する報酬等

（単位：百万円）
支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等

報酬等の合計 ５人 20 （うち報酬以外 ０） ―
注．銀行からの報酬等には、社外監査役に対する役員賞与０百万円が含まれております。
　
（4）社外役員の意見
　該当ありません。
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４ 当行の株式に関する事項
（1）株 式 数 発行可能株式総数 500,000千株

発行済株式の総数 216,500千株
（自己株式2,210千株を含む）

（2）当年度末株主数 9,604名
（3）大 株 主

株主の氏名又は名称
当行への出資状況

持株数等 持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 21,007 千株 9.80 　％
明治安田生命保険相互会社 9,076 4.23
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 5,751 2.68
日亜化学工業株式会社 4,943 2.30
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 4,773 2.22
四国銀行従業員持株会 4,688 2.18
日本生命保険相互会社 3,855 1.79
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 3,065 1.43
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,003 1.40
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 2,832 1.32
注１．株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は自己株式（2,210,256株）を控除して計算し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しており
ます。
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５ 当行の新株予約権等に関する事項
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役

①名称 株式会社四国銀行第１回新株予約権

３人

②新株予約権の割当日 平成24年８月８日
③新株予約権の数 807個
④目的となる株式の種類及び数 80,700株

⑤新株予約権の行使期間 平成24年８月９日から
平成54年８月８日まで

⑥権利行使価額 １株当たり１円

⑦権利行使についての条件
新株予約権者は、上記⑤の期間内において、
当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約
権を一括してのみ行使することができる。

①名称 株式会社四国銀行第２回新株予約権

４人

②新株予約権の割当日 平成25年８月６日
③新株予約権の数 808個
④目的となる株式の種類及び数 80,800株

⑤新株予約権の行使期間 平成25年８月７日から
平成55年８月６日まで

⑥権利行使価額 １株当たり１円

⑦権利行使についての条件
新株予約権者は、上記⑤の期間内において、
当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約
権を一括してのみ行使することができる。

①名称 株式会社四国銀行第３回新株予約権

６人

②新株予約権の割当日 平成26年８月12日
③新株予約権の数 1,315個
④目的となる株式の種類及び数 131,500株

⑤新株予約権の行使期間 平成26年８月13日から
平成56年８月12日まで

⑥権利行使価額 １株当たり１円

⑦権利行使についての条件
新株予約権者は、上記⑤の期間内において、
当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約
権を一括してのみ行使することができる。
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
（社外取
締役を
除く）

①名称 株式会社四国銀行第４回新株予約権

８人

②新株予約権の割当日 平成27年８月11日
③新株予約権の数 1,532個
④目的となる株式の種類及び数 153,200株

⑤新株予約権の行使期間 平成27年８月12日から
平成57年８月11日まで

⑥権利行使価格 １株当たり１円

⑦権利行使についての条件
新株予約権者は、上記⑤の期間内において、
当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約
権を一括してのみ行使することができる。

取締役
（社外取
締役を除
く）

①名称 株式会社四国銀行第５回新株予約権

10人

②新株予約権の割当日 平成28年８月９日
③新株予約権の数 2,622個
④目的となる株式の種類及び数 262,200株

⑤新株予約権の行使期間 平成28年８月10日から
平成58年８月９日まで

⑥権利行使価格 １株当たり１円

⑦権利行使についての条件
新株予約権者は、上記⑤の期間内において、
当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から
10日を経過する日までの間に限り、新株予約
権を一括してのみ行使することができる。

　
（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
　該当ありません。
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６ 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の状況

（単位：百万円）

氏名又は名称 当該事業年度
に係る報酬等 その他

新日本有限責任監査法人

56 注２. 注３．　指定有限責任社員 山 田 修

　指定有限責任社員 伊加井 真 弓

注１．当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商品取引法上の監査に対する報酬
等の額を区分しておりませんので、上記の報酬等の額は、これらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、会計監査人から監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査報酬見積りの算定根拠等について
説明を受け、適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、
会社法第399条第1項の同意を行っております。
３．当行の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、平成27年12月22日、金融庁から、契約の新規の
締結に関する業務の停止3ヵ月（平成28年1月1日から同年3月31日まで）の処分を受けました。同監査法
人は、平成28年1月29日に金融庁に業務改善計画を提出し、監査品質の向上と課題の抜本的解決のため、
ガバナンス機能の強化、組織体制の変更、組織風土の改革、人事制度の改革、及び監査現場の改革等の施
策を実施していること、当行に対する監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることを評価し、今後も同
監査法人による継続的な監査を行うことが最善との判断に至っております。
４．当行、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は56百万円であります。

　
（2）責任限定契約
　該当ありません。

　
（3）会計監査人に関するその他の事項

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人がその職務上の義務に違反し、または職務を怠り、
もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当行の会計監査
人であることにつき当行にとって重大な支障があると監査役会が判断した場
合には、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、
そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる
場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であ
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ると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに会
計監査人を再任しないことに関して、株主総会に提出する議案の内容を決定
いたします。

　
７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　該当ありません。

　
８ 業務の適正を確保する体制
＜業務の適正を確保する体制＞
　当行は、取締役会における決議により、業務の適正を確保するために必要な
体制（内部統制システム）の整備にかかる基本方針を以下のとおり定め、運用
状況を継続的に評価し、必要な改善措置を講じることで、内部統制システムの
実効性の向上に努めております。

　
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
① コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け、法令、定款、行
内諸規程及び企業倫理に従った行動をとるための行動規範等を定める。

② コンプライアンスへの取り組みを横断的に統括する部門を設置し、遵守状
況等の点検、指導、教育を行う。また、内部監査部門は、コンプライアン
ス統括部門と連携の上、コンプライアンス体制の整備状況と有効性を監査
する。これらの活動は、定期的に取締役会に報告する。

③ 法令、定款等に違反する行為を発見した場合の相談・通報体制として内部
通報体制を構築する。この体制には、相談・通報者がいかなる不利益な扱
いも受けないことを保証することを含む。

④ 反社会的勢力との関係遮断の基本方針を定め、組織全体としての対応体制
を整備する。
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（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務執行に係る情報は、保存場所、保存期限等、その取り扱いを

定める行内規程に従い、体系的かつ確実に保存及び管理（廃棄を含む。）を
行う。

② 保存・保管された情報は、取締役及び監査役の求めに応じて、いつでも閲
覧可能とする。

　
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理に関する基本方針を定めた行内規程に基づき統合的リスク管理
部門を設置し、当行全体のリスクを統合的に管理するとともに、リスクカ
テゴリーごとにリスク管理部門を定めて当該リスクを管理する。

② 統合的リスク管理部門及びリスクカテゴリーごとのリスク管理部門は、リ
スク管理に関する行内規程について整備・見直しを図る。

③ リスクの保有状況・管理態勢の定期的な把握と適切な対応策を審議するた
めに委員会を設置する。委員会での審議事項は、取締役会に報告する。

④ リスク管理態勢の有効性・適切性を検証する内部監査部門を設置し、そこ
で指摘された重要な事項は、遅滞なく取締役会に報告する。また、内部監
査部門は頭取の直轄とするなど、他の部門から独立して機能が十分発揮で
きるよう態勢を構築する。

⑤ 災害等で銀行の機能が重大な損害を被り、業務の遂行が困難になった場合
の緊急措置及び行動基準を定め、被害の最小化や必要業務の迅速かつ効率
的な再開を図るため、危機管理計画を策定する。

　
（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 経営計画のマネジメントは、取締役会が策定する中期経営計画及び年度経

営計画に基づき、業務分掌に定める各部署が経営計画の達成に向けた具体
的な行動計画を策定し、推進する。

② 経営計画の進捗管理と対応策を審議するために委員会を設置する。委員会
での審議事項は、取締役会に報告する。

③ 業務執行のマネジメントでは、取締役会規程により定められている事項及
びその付議基準に該当する事項は全て取締役会に付議することを遵守する
ほか、事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制をとる。
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④ 日常の業務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき、権
限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行
する。

　
（5）当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当行及びグループ会社の経営は、その自主性を尊重しつつ、常に連携を密

にし、業務の適正を確保して効率的かつ健全に発展することを、業務運営
の基本とする。

② グループ会社におけるコンプライアンスやリスク管理を横断的に推進・支
援するための、当行におけるグループ会社の管理体制及び重要な業務運営
についての事前協議・定例報告事項等を定めたグループの統括規程を制定
し、当行グループ会社の業務の適正を確保する体制を構築する。

③ 当行は、グループ会社において、その規模・業態等に応じて、当行に準じ
たリスク管理体制を構築させるものとし、当行が設置する委員会において、
グループ会社におけるリスクの保有状況・管理体制の定期的な把握と対応
策について審議する。

④ 当行の役付取締役、常勤監査役及び所管部長はグループ会社の取締役、監
査役に就任し、業務の執行状況を監視・監督する。

⑤ 当行の内部監査部門は、当行及びグループ会社の内部監査を実施する。そ
こで指摘された重要な事項は、遅滞なく当行の常務会、監査役及び取締役
会に報告する。

⑥ グループ会社における法令、定款等に違反する行為の早期発見のため、当
行が定める内部通報体制は、グループ会社にも適用する。

⑦ 当行及びグループ会社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務
報告の適正性を確保するための体制を整備する。

　
（6）監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
① 監査役の職務を補助する部署として監査役室を設置し、専任の使用人を置

く。
② 前記の使用人は、監査役会の事務局を担う。

　

宝印刷株式会社 2017年05月22日 21時43分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



事業報告

― 33 ―

（7）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対
する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動、人事評価、懲戒処分等は、
監査役会の意見を徴する。

② 前記の使用人は、当行の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮・
命令下で職務を遂行する。

　
（8）監査役への報告に関する体制及び監査役へ報告をした者が当該報告をしたこ

とを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 当行の取締役及び使用人は、法令に定める事項のほか、行内諸規程に従い、
コンプライアンス・リスク管理・内部監査に関する重要な事項、グループ
会社の重要な経営・業務執行その他重要な業務執行等について、当行の監
査役に報告を行う。

② 当行及びグループ会社の取締役及び使用人は、当行の監査役会の定めると
ころに従い、当行の各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行
う。当行の監査役会は、職責を全うするための体制の確保において、監査
役会規程及び報告・情報提供事項を定めた監査役監査基準に定める権利を
行使できる。

③ 当行は、内部通報制度による相談・通報を行った当行及びグループ会社の
取締役及び使用人が、当該相談・通報を行ったことによりいかなる不利益
な扱いも受けないことを保証する。

　
（9）監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針

監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請
求をした時は当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除
き、当行は速やかに当該費用または債務を処理する。

　
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役は、監査役会及び監査役と定期的に会合を持ち、監査役会及び
監査役との相互認識を深めるよう努める。
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② 監査役会が定めた報告・情報提供事項は、取締役及び使用人が直ちに検索
可能とする体制を構築し、全行に周知・徹底を行う。

③ 監査役は、監査に必要があるときは、独自に弁護士、公認会計士等の専門
家と契約を行うことができる。

　
＜業務の適正を確保する体制の運用状況の概要＞
　当行では、内部統制システムの整備について、各業務の所管部が連携して定
例的に点検を行い、その結果を取締役会に報告することにより、内部統制シス
テムの整備とその適切な運用に努めております。
　当事業年度（第203期）における運用状況の概要は、次のとおりです。

　
（1）取締役の職務執行
① 定例取締役会を12回、臨時取締役会を５回開催し、法令または定款で定め
られた経営上の重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行の監督を
行っております。

② 取締役会において決定すべきとされる事項を除く日常の職務執行に際して
は、権限の委譲を行い、職務権限規定、業務分掌規定等に則り、職務を執
行しております。

　
（2）コンプライアンス体制
① コンプライアンス・プログラムを取締役会で定め、月１回開催するリスク

管理委員会で進捗状況をモニタリングするとともに、反社会的勢力との関
係遮断などについて審議を行い、その内容については、取締役会へ報告し
ております。

② コンプライアンスの啓発を推進するため、各種勉強会を開催しております。
また、内部通報制度の整備・強化に努め、制度の内容を含めて、全店に周
知・徹底を図っております。
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（3）リスク管理体制
① リスク管理を適切に行うため、各種の管理規定の整備・見直しに努め、そ
の内容については、全店に周知・徹底を図っております。

② 業務運営に内在するリスクについては、リスク統括部門が想定されるリス
ク分析を行い、月１回開催するＡＬＭ委員会（収益とリスクを統合的に管
理し、安定的な収益確保を目的として設置）で審議のうえ、取締役会へ報
告しております。

　
（4）グループ会社の管理体制
① グループ会社５社に対して、当行のリスク統括部門がリスクの保有状況や

管理態勢について確認を行うとともに、内部監査部門が総合監査を実施し、
その内容を常務会等へ報告しております。

② グループ会社の業務執行状況については、当行の取締役会へ４回報告して
おります。

　
（5）監査役の職務執行
① 監査役は、取締役会のほか、ＡＬＭ委員会、リスク管理委員会等の重要な
会議に出席し、コンプライアンスや重要な意思決定の過程及び執行状況を
把握するとともに、業務執行に関する重要書類の監査を行っております。

② 代表取締役との間で３回の会合を開催し、当行の課題、監査上の重要な課
題等について意見交換を行うとともに、会計監査人、内部監査部門と３回
の会合を開催し、情報交換や意見交換を行っております。

　
９ 特定完全子会社に関する事項
　該当ありません。

　
10 親会社等との間の取引に関する事項

　該当ありません。
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11 会計参与に関する事項
　該当ありません。

　
12 その他

　該当ありません。
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第203期末（平成29年３月31日現在）貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 217,873 預 金 2,563,647
現 金 27,757 当 座 預 金 138,371
預 け 金 190,116 普 通 預 金 1,142,525
コ ー ル ロ ー ン 746 貯 蓄 預 金 40,932
買 入 金 銭 債 権 14,465 通 知 預 金 2,343
金 銭 の 信 託 4,000 定 期 預 金 1,173,099
有 価 証 券 1,044,755 定 期 積 金 11,933
国 債 332,701 そ の 他 の 預 金 54,440
地 方 債 135,594 譲 渡 性 預 金 56,700
社 債 181,680 コ ー ル マ ネ ー 28,423
株 式 62,688 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 96,755
そ の 他 の 証 券 332,090 借 用 金 100,087
貸 出 金 1,680,877 借 入 金 100,087
割 引 手 形 12,354 外 国 為 替 2
手 形 貸 付 69,720 売 渡 外 国 為 替 2
証 書 貸 付 1,412,933 未 払 外 国 為 替 0
当 座 貸 越 185,869 そ の 他 負 債 37,902
外 国 為 替 11,425 未 払 法 人 税 等 2,285
外 国 他 店 預 け 11,296 未 払 費 用 2,201
買 入 外 国 為 替 0 前 受 収 益 960
取 立 外 国 為 替 129 給 付 補 塡 備 金 1
そ の 他 資 産 34,338 金 融 派 生 商 品 7,867
前 払 費 用 175 リ ー ス 債 務 1,206
未 収 収 益 2,449 資 産 除 去 債 務 135
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 11 そ の 他 の 負 債 23,244
金 融 派 生 商 品 2,149 退 職 給 付 引 当 金 1,720
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 6,901 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 1,102
そ の 他 の 資 産 22,651 ポ イ ン ト 引 当 金 38
有 形 固 定 資 産 39,725 繰 延 税 金 負 債 4,762
建 物 11,259 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 4,739
土 地 26,162 支 払 承 諾 8,297
リ ー ス 資 産 1,119 負 債 の 部 合 計 2,904,179
建 設 仮 勘 定 14 （ 純資産の部 ）
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,170 資 本 金 25,000
無 形 固 定 資 産 2,120 資 本 剰 余 金 6,563
ソ フ ト ウ ェ ア 2,045 資 本 準 備 金 6,563
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 75 利 益 剰 余 金 73,604
支 払 承 諾 見 返 8,297 利 益 準 備 金 16,780
貸 倒 引 当 金 △ 19,186 そ の 他 利 益 剰 余 金 56,823

別 途 積 立 金 45,000
繰 越 利 益 剰 余 金 11,823

自 己 株 式 △ 877
株 主 資 本 合 計 104,289
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 25,199
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 4,054
土 地 再 評 価 差 額 金 9,690
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 30,835
新 株 予 約 権 135
純 資 産 の 部 合 計 135,260

資 産 の 部 合 計 3,039,440 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 3,039,440
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第203期（平成
平成

28
29
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）損益計算書

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 47,978
資 金 運 用 収 益 30,738
貸 出 金 利 息 20,226
有 価 証 券 利 息 配 当 金 10,335
コ ー ル ロ ー ン 利 息 22
預 け 金 利 息 63
金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 △ 6
そ の 他 の 受 入 利 息 97

信 託 報 酬 0
役 務 取 引 等 収 益 6,438
受 入 為 替 手 数 料 1,991
そ の 他 の 役 務 収 益 4,446

そ の 他 業 務 収 益 7,435
商 品 有 価 証 券 売 買 益 1
国 債 等 債 券 売 却 益 7,360
金 融 派 生 商 品 収 益 73
そ の 他 の 業 務 収 益 0

そ の 他 経 常 収 益 3,364
償 却 債 権 取 立 益 1,187
株 式 等 売 却 益 827
金 銭 の 信 託 運 用 益 390
そ の 他 の 経 常 収 益 959

経 常 費 用 37,641
資 金 調 達 費 用 2,633
預 金 利 息 1,145
譲 渡 性 預 金 利 息 37
コ ー ル マ ネ ー 利 息 255
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 136
借 用 金 利 息 165
社 債 利 息 82
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 811

役 務 取 引 等 費 用 2,374
支 払 為 替 手 数 料 353
そ の 他 の 役 務 費 用 2,020

そ の 他 業 務 費 用 6,159
外 国 為 替 売 買 損 594
国 債 等 債 券 売 却 損 4,635
国 債 等 債 券 償 還 損 883
国 債 等 債 券 償 却 45

営 業 経 費 24,796
そ の 他 経 常 費 用 1,678
貸 倒 引 当 金 繰 入 13
貸 出 金 償 却 447
株 式 等 売 却 損 722
株 式 等 償 却 12
そ の 他 の 経 常 費 用 482

経 常 利 益 10,336
特 別 利 益 10

固 定 資 産 処 分 益 10
特 別 損 失 162

固 定 資 産 処 分 損 91
減 損 損 失 71

税 引 前 当 期 純 利 益 10,183
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,595
法 人 税 等 調 整 額 492
法 人 税 等 合 計 3,087
当 期 純 利 益 7,096
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第203期末（平成29年３月31日現在）連結貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

現 金 預 け 金 217,874 預 金 2,562,005
コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形 746 譲 渡 性 預 金 55,500
買 入 金 銭 債 権 14,465 コ ー ル マ ネ ー 及 び 売 渡 手 形 28,423
金 銭 の 信 託 4,000 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 96,755
有 価 証 券 1,048,046 借 用 金 100,087
貸 出 金 1,681,221 外 国 為 替 2
外 国 為 替 11,425 そ の 他 負 債 39,024
そ の 他 資 産 34,352 退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,780
有 形 固 定 資 産 39,865 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 16
建 物 11,338 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 1,102
土 地 26,218 ポ イ ン ト 引 当 金 38
リ ー ス 資 産 1,123 繰 延 税 金 負 債 4,459
建 設 仮 勘 定 14 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 4,739
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,170 支 払 承 諾 8,297
無 形 固 定 資 産 2,127 負 債 の 部 合 計 2,903,234
ソ フ ト ウ ェ ア 2,050 （ 純資産の部 ）
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 76 資 本 金 25,000
繰 延 税 金 資 産 20 資 本 剰 余 金 9,699
支 払 承 諾 見 返 8,297 利 益 剰 余 金 75,508
貸 倒 引 当 金 △ 19,742 自 己 株 式 △ 1,268

株 主 資 本 合 計 108,939
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 25,316
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 4,054
土 地 再 評 価 差 額 金 9,690
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △ 688
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 30,263
新 株 予 約 権 135
非 支 配 株 主 持 分 127
純 資 産 の 部 合 計 139,466

資 産 の 部 合 計 3,042,700 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 3,042,700
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第203期（平成
平成

28
29
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）連結損益計算書

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 50,000
資 金 運 用 収 益 30,754
貸 出 金 利 息 20,233
有 価 証 券 利 息 配 当 金 10,343
コールローン利息及び買入手形利息 22
預 け 金 利 息 63
そ の 他 の 受 入 利 息 90
信 託 報 酬 0
役 務 取 引 等 収 益 6,635
そ の 他 業 務 収 益 7,435
そ の 他 経 常 収 益 5,174
償 却 債 権 取 立 益 1,187
そ の 他 の 経 常 収 益 3,987

経 常 費 用 37,437
資 金 調 達 費 用 2,633
預 金 利 息 1,145
譲 渡 性 預 金 利 息 36
コールマネー利息及び売渡手形利息 255
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 136
借 用 金 利 息 165
社 債 利 息 82
そ の 他 の 支 払 利 息 811
役 務 取 引 等 費 用 1,895
そ の 他 業 務 費 用 6,159
営 業 経 費 24,940
そ の 他 経 常 費 用 1,808
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 112
そ の 他 の 経 常 費 用 1,695

経 常 利 益 12,563
特 別 利 益 10
固 定 資 産 処 分 益 10

特 別 損 失 163
固 定 資 産 処 分 損 91
減 損 損 失 71
そ の 他 の 特 別 損 失 0

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 12,409
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,751
法 人 税 等 調 整 額 490
法 人 税 等 合 計 3,241
当 期 純 利 益 9,167
非支配株主に帰属する当期純利益 298
親会社株主に帰属する当期純利益 8,869
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会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年５月12日
株式会社 四 国 銀 行

取 締 役 会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 田 修 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊加井真弓 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社四国銀行の平成28年４月１日か
ら平成29年３月31日までの第203期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年５月12日
株式会社 四 国 銀 行

取 締 役 会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 田 修 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊加井真弓 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社四国銀行の平成28年４月１日から平成
29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社四国銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本
　

監査報告書
　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第203期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査
役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし
た。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び営業店において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会
社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の報告を受け、必要に応じてその説明を求
めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業
報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年５月12日
株式会社 四国銀行 監査役会

常勤監査役 安 岡 正 則 ㊞
常勤監査役 北 村 裕 ㊞
社外監査役 田 中 章 夫 ㊞
社外監査役 川 添 博 ㊞
社外監査役 濵 田 正 博 ㊞

　

以 上
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（ご参考）

第203期末信託財産残高表
（平成29年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 金 額 負 債 金 額

現 金 預 け 金 77 金 銭 信 託 77

合 計 77 合 計 77

注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．共同信託他社管理財産―百万円
３．元本補填契約のある信託は、平成29年３月31日現在取扱っておりません。

　
以 上
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株主総会参考書類
議案および参考事項
会社提案（第１号議案から第５号議案まで）
　第１号議案から第５号議案までは、会社提案によるものであります。
　
第１号議案 剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化を図
りながら、株主の皆さまへ配当を安定的に継続するという基本方針に基づきまし
て、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当行普通株式１株につき金３円 総額642,869,232円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月28日
　
２．その他の剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 5,000,000,000円
（2）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 5,000,000,000円
　

宝印刷株式会社 2017年05月22日 21時43分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



類
書
算
計
結
連

書
告
報
査
監

類
書
算
計

類
書
考
参
会
総
主
株

告
報
業
事

知
通
ご
集
招

― 46 ―

第２号議案 株式併合の件
１．提案理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、平成30
年10月１日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一
することを目指しています。
当行は、上場会社として、この趣旨を尊重し、当行株式の売買単位である単
元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、東京証券取引所が望まし
いとしている投資単位の水準（５万円以上50万円未満）の範囲で、当行株式に
対し、より一層投資しやすい環境を整えるために株式併合を行うものでありま
す。

　
２．併合する株式の種類および割合
当行普通株式について、５株を１株の割合で併合いたしたいと存じます。
なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第
235条の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主さ
まに対して、端数の割合に応じて分配いたします。

３．株式併合の効力発生日
平成29年10月１日

４．効力発生日における発行可能株式総数
１億株

５．その他
本株式併合は、第３号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され
ることを条件とします。
なお、その他手続き上の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いた
いと存じます。
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第３号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
現行定款第６条（発行可能株式総数）および第８条（単元株式数）について、
第２号議案「株式併合の件」の承認可決を条件として、株式併合の割合に合わ
せて発行可能株式総数を減少させるとともに、単元株式数を現在の1,000株か
ら100株に変更するものであります。
また、本定款変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成29年10月１日

をもって生じる旨の附則を設け、効力の発生をもって、これを定款から削除す
ることといたします。

　
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

　

現行定款･変更案対照表
（変更する条文のみ掲げました。下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案
第２章 株式 第２章 株式
第６条（発行可能株式総数）
当銀行の発行可能株式総数は、５億株とする。

第６条（発行可能株式総数）
当銀行の発行可能株式総数は、１億株とする。

第８条（単元株式数）
当銀行の単元株式数は、1,000株とする。

第８条（単元株式数）
当銀行の単元株式数は、100株とする。

（新設） 附則
第６条および第８条の変更は、平成29年10月１日を
もって効力が発生するものとし、本附則は同日をもっ
て、これを削除するものとする。
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第４号議案 取締役４名選任の件
　取締役西川昭寛、熊沢慎一郎、五百蔵誠一、溝渕悦子、尾﨑嘉則の５氏は、本
総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任をお願いいた
したいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 1 にし がわ あき ひろ

西川 昭寛 （昭和29年８月28日生） 再 任
　
当事業年度の取締役会出席状況： 100%（17回／17回）
所有する当行株式の数：18,421株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和52年４月 当行入行
平成10年２月 当行宝町支店長
平成12年７月 当行本店営業部長代理
平成15年６月 当行旭支店長
平成16年７月 当行営業統括部長代理
平成18年７月 当行南国支店長
平成21年６月 当行執行役員木屋橋支店長

平成23年６月 当行執行役員高松支店長
平成24年８月 当行執行役員高松支店長兼高松

南支店長
平成25年６月 当行取締役徳島営業本部長
平成27年６月 当行常務取締役

現在に至る

　
取締役候補者とした理由
平成25年６月の取締役就任以来、銀行経営に必要な経験、知見および専門知識を活かし、当行の取締役として
経営の意思決定および業務執行に対する監督など役割を適切に果たしています。また、職務を適切に果たしてい
ることから、引き続き取締役候補者としたものであります。
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候補者
番 号 2 い おろ い せい いち

五百蔵 誠一 （昭和34年12月６日生） 再 任
　
当事業年度の取締役会出席状況： 100%（17回／17回）
所有する当行株式の数：15,410株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

昭和57年４月 当行入行
平成14年７月 当行マリンピア支店長
平成17年７月 当行本店営業部長代理
平成19年７月 当行観音寺支店長
平成22年６月 当行東京支店長

平成24年６月 当行執行役員人事部長
平成27年６月 当行取締役人事部長
平成28年６月 当行取締役（本店営業部長委嘱）

現在に至る

　
取締役候補者とした理由
平成27年６月の取締役就任以来、銀行経営に必要な経験、知見および専門知識を活かし、当行の取締役として
経営の意思決定および業務執行に対する監督など役割を適切に果たしています。また、職務を適切に果たしてい
ることから、引き続き取締役候補者としたものであります。
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候補者
番 号 3 お ざき よし のり

尾﨑 嘉則 （昭和28年１月13日生） 再 任 社外取締役 独立役員
　
当事業年度の取締役会出席状況： 100%（17回／17回）
所有する当行株式の数：8,036株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
昭和50年４月 安田生命保険相互会社入社
平成12年４月 同社企業金融部部長
平成16年１月 (合併により明治安田生命保険相

互会社に改称)
平成17年７月 同社取締役融資部長
平成20年４月 同社常務執行役
平成23年４月 同社専務執行役
平成24年７月 同社取締役執行役副社長
平成26年７月 明治安田ビルマネジメント株式

会社代表取締役社長

平成27年６月 当行取締役（現職）
平成29年３月 明治安田ビルマネジメント株式

会社代表取締役社長退任
平成29年４月 明治安田生命保険相互会社顧問

（現職）
現在に至る

重要な兼職の状況
明治安田生命保険相互会社顧問

　
社外取締役候補者とした理由
企業経営者としての豊富な経験および見識を有しており、平成27年６月の社外取締役就任以来、取締役会等で
積極的に所感または意見を述べるとともに、助言、提言を行い、経営の重要事項の決定および業務執行に対する
監督など、当行の持続的成長と企業価値の向上のため、適切な役割を果たしていることから、引き続き社外取締
役候補者としたものであります。また、東京証券取引所が定める独立性の基準および当行が定める独立性に関す
る判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として届け出をいたして
おります。
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候補者
番 号 4 いな だ ち え こ

稲田 知江子 （昭和47年12月16日生） 新 任 社外取締役 独立役員
　
当事業年度の取締役会出席状況：―
所有する当行株式の数：0株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平成７年４月 司法研修所入所
平成９年３月 司法研修所卒業
平成９年４月 高知弁護士会へ弁護士登録

（現職）
平成10年10月 高知県公文書開示審査会委員

（現職）
平成15年７月 高知県収用委員会委員（現職）
平成15年８月 高知県個人情報保護制度委員会

委員（現職）
平成21年４月 高知県事業審査アドバイザー

（現職）

平成23年10月 国有財産四国地方審議会委員
（現職）

平成26年４月 高知弁護士会会長
平成27年４月 日本弁護士会連合会会長特別補

佐
平成27年４月 四国弁護士連合会常務理事

現在に至る

重要な兼職の状況
弁護士（稲田法律事務所）

　
社外取締役候補者とした理由
弁護士としての豊富な知識と経験、そして高知弁護士会会長等を歴任しており、その高い識見を活かし、経営全
般に対する助言をいただけるなど、当行の企業価値向上と業務執行の監督機能の一層の強化が期待できることか
ら、社外取締役候補者としたものであります。また、東京証券取引所が定める独立性の基準および当行が定める
独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として届け
出をいたします。

注１．取締役候補者と当行との間における特別の利害関係は次のとおりであります。
（1）稲田知江子氏と当行との間には、通常の融資取引があります。
（2）その他の取締役候補者と当行の間に、特別の利害関係はありません。
２．尾﨑嘉則、稲田知江子の両氏は社外取締役候補者であります。
３．稲田知江子氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はございませんが、上記「社外取締役候補者
とした理由」により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いす
るものであります。
４．尾﨑嘉則氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、引き続き独立役員として
届け出る予定であります。稲田知江子氏につきましても、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出
る予定であります。
５．尾﨑嘉則氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
６．当行は、尾﨑嘉則氏との間に、会社法第423条第１項に基づく責任を限定する契約を締結しており、同
氏が社外取締役として再任された場合、当行と同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
　 稲田知江子氏が社外取締役として選任された場合、当行は同氏との間で、同様に責任限定契約を締結す
る予定であります。
　 これらの契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。
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第５号議案 監査役２名選任の件
　監査役安岡正則、田中章夫の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり
ますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案につきまし
ては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 1 くま ざわ しん いち ろう

熊沢 慎一郎 （昭和33年12月25日生） 新 任
　
当事業年度の取締役会出席状況： 100%（17回／17回）
当事業年度の監査役会出席状況：―
所有する当行株式の数：28,566株
略歴、地位および重要な兼職の状況

昭和56年４月 当行入行
平成14年７月 当行人事部長代理
平成20年６月 当行人事部長
平成24年６月 当行執行役員東京支店長

平成26年６月 当行執行役員神戸支店長
平成27年６月 当行取締役（神戸支店長委嘱）

現在に至る

　
監査役候補者とした理由
平成27年６月の取締役就任以来、銀行経営に必要な経験、知見および専門知識を活かし、当行の取締役として
経営の意思決定および業務執行に対する監督など役割を適切に果たしてきました。今後、その知識・経験を活か
して、業務執行の監督機能の一層の強化が期待できることから、監査役候補者としたものであります。
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候補者
番 号 2 た なか あき お

田中 章夫 （昭和22年１月１日生） 再 任 社外監査役 独立役員
　
当事業年度の取締役会出席状況： 100%（17回／17回）
当事業年度の監査役会出席状況： 100％（15回／15回）
所有する当行株式の数：19,465株
略歴、地位および重要な兼職の状況

昭和44年４月 松下電器産業株式会社入社
昭和60年11月 税理士開業（現職）
平成元年４月 公認会計士開業（現職）
平成７年５月 宮地電機株式会社監査役

（現職）
平成13年４月 高知県信用保証協会非常勤監事

（現職）
平成17年４月 公益財団法人高知県牧野記念財

団監事（現職）

平成21年６月 当行監査役（現職）
現在に至る

重要な兼職の状況
公認会計士（田中会計事務所）

　
社外監査役候補者とした理由
長年にわたる公認会計士としての豊富な監督経験と民間企業における社外役員としての職務経験を活かし、客観
的な視点から当行の経営全般に対する監査意見を表明いただくことで業務執行の監督機能の一層の強化が期待で
きることから、引き続き社外監査役候補者としたものであります。また、東京証券取引所が定める独立性の基準
および当行が定める独立性に関する判断基準に照らし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、
独立役員として届け出をいたしております。

注１．監査役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
２．田中章夫氏は、社外監査役候補者であります。
３．田中章夫氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はございませんが、上記「社外監査役候補者と
した理由」により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き選任をお
願いするものであります。
４．田中章夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、引き続き独立役員として届
け出る予定であります。
５．田中章夫氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。
６．当行は、田中章夫氏との間に、会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しており、同氏が社
外監査役として再任された場合、当行は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
　 当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額となります。
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株主提案（第６号議案から第８号議案まで）
第６号議案から第８号議案までは、株主提案によるものであります。なお、提案

株主（１名）の議決権の数は、310個であります。
各議案の「提案理由」は、一部の個人名について役職名で表示したことを除き、

提案株主から提出されたものを原文のまま記載しております。
　
第６号議案 定款一部変更の件
１．提案内容
現在の顧問・相談役の役職をすべて廃止する。

２．提案理由
① シャープ・東芝問題で明らかにされたことは、無責任な「顧問・相談役の
院政力」が会社を滅ぼしたことに尽きる。これは明白な事実である。責任
を取らず、私腹を肥やす多くの顧問・相談役の「強い人事権・院政権力等」
が会社の未来を壊し、とんでもない方向に持って行く。四銀も同じく顧
問・相談役が存在しておりこれを廃止すべきである。

② 会社に対し、明確な責任を取らない地位の役員が存在し、いつまでも居座
る行為こそ、株主・会社にとって迷惑行為である。その長年培われた能力
こそ利害関係が全くない別の場所で発揮すべきである。高額な報酬には義
務と経営責任が付帯するのは当然のことである。

　
第６号議案に対する取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当行の顧問および相談役は、当行の経営上の意思決定に関与することはなく、
財界活動や公益的職務への取組み等を通じて、当行の企業価値向上に貢献してお
ります。
したがいまして、ご提案の定款変更をする必要はないと判断しております。
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第７号議案 取締役６名解任の件
１．提案内容
以下の取締役の解任を求める。
候補者番号 １ 取締役 熊沢 慎一郎氏
候補者番号 ２ 取締取 五百蔵 誠一氏
候補者番号 ３ 取締役 黒下 則之 氏
候補者番号 ４ 取締役 小林 達司 氏
候補者番号 ５ 取締役 溝渕 悦子 氏
候補者番号 ６ 取締役 尾﨑 嘉則 氏

２．提案理由
（1）取締役 熊沢 慎一郎氏 解任理由以下
① 四銀の不正融資事件。平成13年（ワ）第418号 損害賠償事件（取締役

の善管注意義務違反）は県幹部が旧闘犬センター救済を求める念書を四
銀に差し入れ、多額の無担保融資が行われた。
この教訓も反省も未だ役員には身に付いて無い。

② 株主訴訟は汚点であり。負の遺産として違法融資の判例だけ残った。当
時取締役であった青木章泰氏は事件経過を知る生き証人である。しかし、
同氏を要職に登用し未だに報酬を支払っている。現在でも四銀の実力者
として君臨し、経営参加している。

③ 平成28年12月７日付け高知新聞掲載文は、事件を全く教訓としない役員
達の行状を如実に物語っている。旧闘犬センター負債額を17億円超えま
で放置し、四銀自ら破産申し立てした行為について裁判では、旧闘犬セ
ンターの収益力ばかり強調し、過剰な経費を黙殺するなどして責任の回
避、延命に必死だった役員達。それが負債17億円超えでは株主は救われ
ない。

（2）取締役 五百蔵 誠一氏 解任理由
① はじめに、中央地域公共交通再構築スキーム案の計画は以下であった。
Ａ 旧土電約45億円・県交通約30億円の累積赤字合計金額約75億円
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Ｂ ６行金融機関で26億円から28億円の債権放棄をする。
Ｃ 県と沿線12市町村で統合新会社に計10億円を出資する。
Ｄ ２社より残された金37億円の負債を引き継ぎ、新会社「とさでん交通
㈱」は出発した。

② Ｂの四銀債権放棄額は土電2013年12月末の債権残高から信用保全率
64,4％で、はじき出すと６行の債権放棄額28億円の内「四銀分は約８億
９千万」となる。株主資産の無駄な消滅である。この重大な債権放棄に
対し全役員の責任は聞こえない。まさに役員天国である。四銀はいつか
ら株式会社からＮＰＯ団体に変身したのか疑問である。役員側から明確
な答えは聞こえない。四銀は取りあえず一部上場の株式会社である。債
権放棄に力を入れるべきではなく、その責任を問う。

（3）取締役 黒下 則之 氏 解任理由
① 土電は2013年３月末で実質的に約14億８千万の債務超過額・県交通約
20億１千万の債務超過額。借入金の返済は停滞気味。約45億の水準で高
止まりの状況、県交通は約30億円の状況で資金繰りに余裕がない状況で
あった。四銀が金融機関として両社をはじめ計６行で合計約26億円から
28億円の債権放棄に賛同し、新会社に協力し続けている。黒下氏は四銀
の営業、審査業務等に携わり豊富な経験や知見を有していながら、債権
回収の努力を怠った。

② 主たる債務者土電には、一度も貸付金の返還請求をせず巨額な債務免除
をし、土電元会長・元社長個人だけ破産に追いこむ行為には合理的説明
がない。

③ 土電の特別清算手続に対する元会長・社長への不告知、不参加では四銀
の手続に問題があり関係役員には責任が生じる。なお黒下氏は平成27年
６月執行役員審査部長経験者であり債務超過企業への更なる貸出は危険
性が高いことは十分認識済みである。

（4）取締役 小林 達司 氏 解任理由 以下
① 元会長青木氏も取締役の任期は平成27年６月まで、現在取締役会長であ
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る野村直史氏の頭取任期は平成28年６月であった。しかし就任期間を全
うせず４月１日で会長に退いた。両氏ともトップとして自覚が欠如して
いる。小林氏は企画部長として、この事態を回避する義務がある。経営
感覚や業務に精通していない。

② 株主から指摘され、平成28年３月10日高知地方裁判所に被告（元土電社
長）に対し訴訟物金８億1938万8172円とし、貼用印紙額248万円を貼
り、個人に対し回収困難な裁判を始めた。判決は2017年１月11日付け
高新夕刊に「元社長に約13億円返済命令」と出た。四銀回収分は約９億
８千万円である。平成29年３月２日15時03分に本人（元土電社長）よ
り、電話があり「平成29年２月４日で裁判は終結した。」旨報告があっ
た。元金に遅延損害金含め17％の金利が付く。四銀は土電に請求すべき
であるが未だに放置。

（5）取締役 溝渕 悦子 氏
弁護士としての専門性を全く発揮していない。解任理由以下
① 株主から指摘され始まった土電元社長に対する裁判。平成28年（ワ）第
79号保証債務履行請求事件は、請求順位が違う。主たる債務者土電には
請求権を行使せず、個人に特化した回収金額は少額。残債権すべてを四
銀全役員が支払うべきである。

② 印紙額248万円も使い、個人の回収金は僅かである。高銀・四銀合わせ
13億３千万円の個人請求こそ無謀な行為。「主たる債務者土電」に一度
も請求しない不可解な話。年利17％の損害金が毎日発生し、損金は膨れ
るばかり、それを看過している。

③ 26億円から28億円６行で債権放棄した決議も理解不能。
26年５月26日付け四銀現専務高橋重一氏が土電社長･高知県交通社長に
発出した同意書。各自治体議会が「新会社に10億円の出資が議決され
る」ことを停止条件とした文書が存在する。債権放棄を重大に考えてな
い。

（6）取締役 尾﨑 嘉則 氏を解任する。
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以下理由
① 尾﨑 嘉則氏は民間企業代表として期待していた。またガバナンス委員
会のメンバーである。しかし、同氏の経験や知見は何ら発揮されてない。
平成27年２月19日特別清算手続開始申立書が土電清算人から高知地裁に
提出された。四銀債権申出書債権額（平成26年11月18日現在）「金８億
5527万2903円」とある。

② 平成26年１月から土電社長は新社長就任。１月から四銀融資部長経験者
が専務に就任。2014年４月28日中央地域公共交通再構築スキーム案の資
料では「土電14億８千万円の債務超過・県交通20億１千万円の債務超
過」とある。

③ 債務超過に陥った土電が社長・専務体制で平成26年６月30日四銀から
「平成26年11月19日までの短期間に８億5527万2903円」も借入。その
後短期間でこれを特別清算で債権放棄する行為。債務超過企業への更な
る貸付問題等が浮上しているがこれを放置した。

第７号議案に対する取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
取締役 熊沢慎一郎、取締役 五百蔵誠一、取締役 黒下則之、取締役 小林達司、
取締役 溝渕悦子、取締役 尾﨑嘉則の６氏は、取締役就任以来、銀行経営に必要
な経験、知見および専門知識を活かし、当行の取締役として経営の重要事項の決
定および業務執行に対する監督など当行グループの発展、経営基盤の強化に向け
て尽力しており、十分にその職責を果たしております。
したがいまして、取締役会は、本議案に反対いたします。
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第８号議案 監査役４名解任の件
１．提案内容
候補者番号 １ 常勤監査役 北村 裕
候補者番号 ２ 　 監査役 田中 章夫
候補者番号 ３ 　 監査役 川添 博
候補者番号 ４ 　 監査役 濱田 正博 の解任を求める。

２．提案理由
（1）常勤監査役 北村 裕氏の解任を求める。

理由以下
② 毎年、株主総会でいつもの定型文で始める監査報告書の内容に係る四銀

監査役のズレは異常である。株主総会では常に取締役会の従属機関とし
て存在し機能不全に陥っている。

③ 平成29年１月23日も含め調査権発動を要する旨の警告文を何度か監査役
に送付しているがこれを黙認している。監査役は節句の雛人形ではない。
使命があるはずだ。

④ マイナス金利で行き場を失った資金運用で全国の地銀は苦しんでいる。
いくら土電から17％の高金利があるとはいえ危機管理意識が全くない。

⑤ 債権放棄26億円から28億円６行での負担。また別口債権（土電元社長）
に係る、債務保証請求金額約８億5527万2903円の債権回収など難問が
山積している中、何ら対策を講じない監査役の責務を問う。

（2）監査役 田中 章夫氏の解任を求める。
理由以下
① 平成26年４月15日現在 土電株主に配布された有価証券報告書では、四
銀から土佐電気鉄道への融資額25億４百90万円、高知県交通約20億円
２社で約45億４百90万円とある。高知県交通に対する四銀の債権放棄額
は株主総会で一度も公表していない。
また、監査役 田中 章夫氏は公認会計士として専門性を期待され就任
した決算書のプロであるが何ら対応策を講じない。
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監査役制度が機能していれば株主自ら金融庁赴き調査を要請する必要も
ない。

② とさでん交通が引き継いだ１年以内に返済する借入金約30億円の返済方
法も公表なし。

③ 平成21年８月28日四銀と土佐電気鉄道㈱元社長と保証極度額金18億円
の手形取引保証約定書ある。しかし、平成26年７月１日四銀取締役部長
大田良継氏の元土電社長あて通知書では貸出金25億490万とある。極度
額約７億円も超過している件で金融庁に対し調査権の行使を要請した。

（3）監査役 川添 博氏の解任を求める。
理由以下
① 川添 博氏は弁護士として専門性を発揮するため監査役に就任した。

しかし、全く監査役としての職権を行使しているとは認められない。
② ア，主たる債務者土電に対し債務返済の請求をせず放置している。
イ，旧闘犬センターの破産申し立てによって発生した約17億円強の不良
債権問題。最高裁判決を重く受け止めていない役員達への監視不足。

ウ，四銀の法令順守・コーポレートガバナンス・コード問題等に対する
対応力の欠如。

③ 地方銀行再編問題が現実に進みつつある昨今、監査役の役割、使命は重
大な問題である。
四銀株主は債権放棄する為に投資していない。いつも株主を軽視する四
銀関係取締役に対し、的確な指導・公正な会社運営・適正な役員管理が
出来ない監査役の責任を問う。

（4）監査役 濱田 正博氏の解任を求める
理由以下
① 高知県庁ＯＢの社外監査役であり公益性の確保等専門性を期待されて就
任した。

② しかし、土電問題を絡めた問題は決して公益性・株主重視の目線では無
く自己保身の目線で監査役をやっている。
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③ 債権回収において個人に対する請求順位を優先させることは間違ってい
る。土電ビル・土地など収益性の高い資産は早くから所有権移転を黙認
した。株主から収益確保を指摘され初めて裁判で債権回収を提起するな
ど営利企業としての姿勢は認められない。四銀はＮＰＯ団体でもない。
１円でも多く収益を上げ株主に還元することが使命である。もし、慈善
事業を目的とする企業精神なら監査役をやるべきでない。高知県では唯
一ＡＴＭで108円の手数料を徴収する四銀である。指定金融機関の看板
が泣くのでは？金融庁長官も手数料が主体の銀行はダメだと公言してい
る。監査役として不適任である。

第８号議案に対する取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
常勤監査役 北村裕、監査役 田中章夫、監査役 川添博、監査役 濵田正博の４
氏は、監査役就任以来、法令および定款に従い忠実にその職務を遂行し、取締役
会の意思決定の適正性を確保するための助言および提言等を行い、十分にその職
責を果たしております。
したがいまして、取締役会は、本議案に反対いたします。

以 上
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四国銀行
本店

高知市南はりまや町一丁目 1番 1号
四国銀行 本店 5階 大会議室  電話：088-823-2111（代表）

株主総会会場ご案内図

JR
高知駅より 徒歩約10分

とさでん交通
はりまや橋電停 徒歩すぐ
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